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青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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所
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市
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五
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��･

�･
�

村
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難
病
指
定

医

北
川

柾
彦

北
川
ひ
尿
器

科
ク
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ニ
ッ

ク

青
森
市
花
園
二
丁

目
四
三
の
一
八

泌
尿
器
科

〃

難
病
指
定

医

澤
井

通
彦

社
会
福
祉
法

人
敬
仁
会
青

森
敬
仁
会
病

院

青
森
市
大
字
久
栗

坂
字
山
辺
八
九
の

一
〇

内
科

〃

難
病
指
定

医

�
屋

善
章

�
屋
医
院

青
森
市
長
島
三
丁

目
五
の
八

内
科
、
胃
腸
科

〃

難
病
指
定

医

松
本

香

ま
つ
も
と
内

科･
外
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
沖
館
五
丁

目
五
の
二
六

内
科
、
外
科

〃

難
病
指
定

医

村
澤

洋
美

公
益
財
団
法

人
鷹
揚
郷
腎

研
究
所
青
森

病
院

青
森
市
大
字
石
江

字
岡
部
一
〇
一
の

一

泌
尿
器
科

〃

難
病
指
定

医

阿
部

英
雄

ア
ッ
プ
ル

ロ
ー
ド
ク
リ

ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
清
水

森
字
沢
田
二
一
の

一

内
科

〃

難
病
指
定

医

市
川

司
朗

医
療
法
人
市

川
整
形
外
科

ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
南
城

西
二
丁
目
一
二
の

三

整
形
外
科

〃

難
病
指
定

医

関

秀
一

関
医
院
中
津

軽
診
療
所

弘
前
市
大
字
賀
田

一
丁
目
一
四
の
二

内
科
、
循
環
器
科

〃

難
病
指
定

医

鳴
海

晃

ナ
ル
ミ
医
院

弘
前
市
大
字
南
川

端
町
一
三

内
科

〃

難
病
指
定

医

萩
原

千
尋

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

皮
膚
科

〃

難
病
指
定

医

三
上

修

青
森
県
立
さ

わ
ら
び
療
育

福
祉
セ
ン
タ
ー

診
療
部

弘
前
市
大
字
中
別

所
字
平
山
一
六
八

内
科

〃

難
病
指
定

医

佐
藤

元
春

メ
デ
ィ
カ
ル

コ
ー
ト
八
戸

西
病
院

八
戸
市
大
字
長
苗

代
字
中
坪
七
七

内
科

〃

難
病
指
定

医

長
澤

仁
嗣

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

消
化
器
科

〃

難
病
指
定

医

長
谷
部

満

喜

圭
仁
会
病
院

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
桔
梗
野
上
二

の
三
六

内
科

〃

難
病
指
定

医

村
田

貞
幸

村
田
内
科

八
戸
市
新
井
田
西

二
丁
目
七
の
八

循
環
器
内
科

〃

難
病
指
定

医

柿
坂

吉
彦

か
き
さ
か
医

院

黒
石
市
寿
町
一
六

外
科
、
内
科
、
皮

膚
科

〃

難
病
指
定

医

熊
谷

紀
史

一
般
財
団
法

人
双
仁
会
黒

石
厚
生
病
院

黒
石
市
大
字
黒
石

字
建
石
九
の
一

内
科

〃

難
病
指
定

医

星

信

一
般
財
団
法

人
双
仁
会
黒

石
厚
生
病
院

黒
石
市
大
字
黒
石

字
建
石
九
の
一

外
科

〃

難
病
指
定

医

横
山

義
弘

一
般
財
団
法

人
双
仁
会
黒

石
厚
生
病
院

黒
石
市
大
字
黒
石

字
建
石
九
の
一

内
科

〃

難
病
指
定

医

木
村

淳
也

き
む
ら
皮
ふ

科

五
所
川
原
市
中
央

五
丁
目
一
四

皮
膚
科

〃

難
病
指
定

医

中
林

孝

十
和
田
北
ク

リ
ニ
ッ
ク

十
和
田
市
元
町
東

五
丁
目
八
の
五
四

内
科
、
外
科

〃

難
病
指
定

医

戸
館

雅
大

戸
館
内
科
整

形
外
科
医
院

上
北
郡
野
辺
地
町

字
野
辺
地
二
六
一

の
一

内
科

〃

難
病
指
定

医

渡
邊

珠
夫

下
田
診
療
所

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
向
川
原
三
の
五

五

内
科
、
消
化
器
内

科

〃

協
力
難
病

指
定
医

小
笠
原

幸

裕

フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク

希
望

つ
が
る
市
富
萢
町

山
里
一
の
一

内
科

〃

協
力
難
病

指
定
医

阿
部

芳
則

医
療
法
人
芳

和
会
阿
部
ク

リ
ニ
ッ
ク

十
和
田
市
東
三
番

町
九
の
六
六

神
経
内
科
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協
力
難
病

指
定
医

菊
地

徹

公
立
七
戸
病

院

上
北
郡
七
戸
町
字

影
津
内
九
八
の
一

内
科

〃
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青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号)

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
か
ら
主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断
を

行
う
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
担
当
す
る
診
療
科
名
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
令
第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

区

分

指
定
医

の
区
分

氏

名

名

称

所

在

地

担
当
す
る

診
療
科
名

変

更

年
月
日

変
更
前

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

放
射
線
部

変
更
後

難
病
指

定
医

場
崎

潔

場
崎
ク
リ

ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
代
官

町
八
六
の
二

内
科
、
放

射
線
科

平
成

��

･

�･

�

変
更
前

弘
前
大
学
医

学
部
附
属
病

院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

高
度
救
命

救
急
セ
ン

タ
ー

変
更
後

難
病
指

定
医

米
内
山

真

之
介

一
般
財
団
法

人
双
仁
会
青

森
厚
生
病
院

青
森
市
大
字
新
城

字
山
田
四
八
八
の

一

外
科

��

･

��･

�

変
更
前

医
療
法
人
青

仁
会
青
南
病

院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
赤
坂
一
六
の

三

精
神
科

変
更
後

難
病
指

定
医

川
端

栄
蔵

白
山
台
メ
ン

タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

八
戸
市
南
白
山
台

一
丁
目
一
〇
の
五

心
療
内
科
、

精
神
科

��

･

��･

��

変
更
前

八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

糖
尿
病
代

謝
内
科

変
更
後

難
病
指

定
医

藤
原

史
門

藤
原
内
科

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
北
平
一
一

五
の
八

内
科
、
糖

尿
病
内
科

��

･

�･

�

変
更
前

青
森
県
立
中

央
病
院

青
森
市
東
造
道
二

丁
目
一
の
一

耳
鼻
咽
喉

科
・
頭
頸

部
外
科

変
更
後

難
病
指

定
医

白
崎

隆

た
か
し
ク
リ

ニ
ッ
ク
耳
鼻

咽
喉
科

青
森
市
奥
野
二
丁

目
一
〇
の
二
一

耳
鼻
咽
喉

科
、
頭
頸

部
外
科
、

ア
レ
ル

ギ
ー
科
、

小
児
耳
鼻

咽
喉
科

��

･

�･

�

変
更
前

医
療
法
人
芙

蓉
会
村
上
病

院

青
森
市
浜
田
三
丁

目
三
の
一
四

耳
鼻
咽
喉

科

変
更
後

難
病
指

定
医

白
崎

理
喜

た
か
し
ク
リ

ニ
ッ
ク
耳
鼻

咽
喉
科

青
森
市
奥
野
二
丁

目
一
〇
の
二
一

耳
鼻
咽
喉

科
、
頭
頸

部
外
科
、

ア
レ
ル

ギ
ー
科
、

小
児
耳
鼻

咽
喉
科

〃

変
更
前

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
病
院

変
更
後

難
病
指

定
医

飯
田

寿
徳

津
軽
保
健
生

活
協
同
組
合

健
生
ク
リ

ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
野
田

二
丁
目
二
の
一

内
科

〃

変
更
前

一
般
財
団
法

人
双
仁
会
青

森
厚
生
病
院

青
森
市
大
字
新
城

字
山
田
四
八
八
の

一

変
更
後

難
病
指

定
医

米
内
山

真

之
介

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

外
科

��

･

�･

�

変
更
前

青
森
市
民
病

院

青
森
市
勝
田
一
丁

目
一
四
の
二
〇

変
更
後

難
病
指

定
医

渡
邉

伸
和

一
般
財
団
法

人
双
仁
会
青

森
厚
生
病
院

青
森
市
大
字
新
城

字
山
田
四
八
八
の

一

外
科

〃



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
西
十
一
番
町
二
九
の
四
五
三
、
二
九
の
四
五
四
、
三
七
八
の
一
か
ら
三
七
八
の
五
ま

で
、
三
七
八
の
八
か
ら
三
七
八
の
一
七
ま
で
、
三
七
九
の
一
か
ら
三
七
九
の
八
ま
で
、
西
二
十
一

番
町
二
八
八
の
一
、
二
八
八
の
五
、
二
九
七
の
四
、
二
九
八
の
六
、
三
〇
二
の
一
、
三
六
三
の
二
、

三
六
五
の
一
、
三
六
五
の
二
、
三
六
五
の
四
か
ら
三
六
五
の
六
ま
で
、
三
六
五
の
八
か
ら
三
六
五

の
一
四
ま
で
、
三
六
五
の
一
六
、
三
六
五
の
一
八
か
ら
三
六
五
の
二
五
ま
で
、
三
六
五
の
二
七
、

三
六
八
の
一
か
ら
三
六
八
の
一
二
ま
で
、
三
六
八
の
一
五
か
ら
三
六
八
の
三
二
ま
で
、
西
二
十
二

番
町
三
五
五
の
二
か
ら
三
五
五
の
五
二
ま
で
、
三
五
九
の
二
か
ら
三
五
九
の
四
ま
で
、
三
六
六
の

二
、
三
六
六
の
四
か
ら
三
六
六
の
二
五
ま
で
、
西
二
十
三
番
町
三
五
二
の
一
、
三
五
二
の
三
、
大

字
三
本
木
字
西
金
崎
三
六
九
の
一
、
三
六
九
の
三
か
ら
三
六
九
の
四
七
ま
で
、
三
六
九
の
四
九
、

三
六
九
の
五
一
、
三
六
九
の
五
二
、
三
六
九
の
五
七
、
三
六
九
の
五
八
、
三
六
九
の
六
〇
、
三
六

九
の
六
一
、
三
七
一
の
一
、
三
七
一
の
三
か
ら
三
七
一
の
一
三
ま
で
、
三
七
五
の
一
か
ら
三
七
五

の
三
三
ま
で
、
三
八
一
の
一
か
ら
三
八
一
の
一
六
ま
で
、
三
八
二
の
一
か
ら
三
八
二
の
一
四
ま
で
、

三
八
二
の
一
六
か
ら
三
八
二
の
三
四
ま
で
、
三
八
二
の
三
八
か
ら
三
八
二
の
四
一
ま
で
、
字
本
金

崎
一
二
九
の
二
、
二
一
六
の
四
、
三
六
九
の
一
、
三
六
九
の
二
九
か
ら
三
六
九
の
三
八
ま
で
、
三

六
九
の
六
九
、
三
六
九
の
七
二
か
ら
三
六
九
の
九
八
ま
で
、
三
七
〇
の
二
、
三
七
〇
の
一
七
か
ら

三
七
〇
の
三
三
ま
で
、
三
七
〇
の
三
六
、
三
七
〇
の
三
八
か
ら
三
七
〇
の
五
五
ま
で
、
三
七
三
の

三
、
三
七
三
の
五
、
三
七
三
の
七
、
三
七
六
の
三
、
三
七
六
の
五
か
ら
三
七
六
の
八
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成28年３月28日 月曜日 第4128号5

２ １ 図
面
番
号

県

道

県

道

道
路
の

種

類

浪
岡
北
中
野

黒
石
線

大
鰐
浪
岡
線

路
線
名

青
森
市
浪
岡
大
字
北
中
野
字
天
王
五
の
二
か
ら

青
森
市
浪
岡
大
字
北
中
野
字
天
王
二
七
の
二
ま
で

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
東
早
稲
田
一
五
の
六
か
ら

青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
稲
村
六
四
の
四
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

六
・
九
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
六
・
六
九
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
六
メ
ー
ト
ル
か
ら

八
・
三
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
八
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
二
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
四
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

二
三
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

二
三
三
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
八
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
八
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
七
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

青
森
県
営
農
大
学
校
告
示
第
一
号

青
森
県
営
農
大
学
校
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
短
期
の
研
修
を
行
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
営
農
大
学
校
長

田

澤

拓

巳

一

研
修
の
種
類
、
期
間
、
受
講
者
の
定
員
等

１

農
業
機
械
利
用
技
能
者
育
成
研
修

青 森 県 報平成28年３月28日 月曜日 第4128号 6

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
大
鰐
浪
岡
線

青
森
市
浪
岡
大
字
女
鹿
沢
字
東
早
稲
田
一
五
の
六
か

ら青
森
市
浪
岡
大
字
浪
岡
字
稲
村
六
四
の
四
ま
で

平
成
��･

�･

��

県
道
浪
岡
北
中
野

黒
石
線

青
森
市
浪
岡
大
字
北
中
野
字
天
王
五
の
二
か
ら

青
森
市
浪
岡
大
字
北
中
野
字
天
王
二
七
の
二
ま
で

〃

研
修
の
種
類

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

指
導
農
業
機

械
士
養
成
研

修

平
成
二
十
九
年
一
月

二
十
三
日
か
ら
同
月

二
十
七
日
ま
で

十
人

農
業
機
械
士
認
定
者

指
導
農
業
機
械

士
技
能
検
定
試

験
受
験
資
格
取

得

農
業
機
械
士

養
成
研
修

平
成
二
十
八
年
八
月

二
十
九
日
か
ら
九
月

二
日
ま
で

三
十
五
人

平
成
二
十
八
年
九
月

十
二
日
か
ら
同
月
十

六
日
ま
で

三
十
五
人

青
森
県
営
農
大
学
校

生

平
成
二
十
八
年
十
一

月
二
十
八
日
か
ら
十

二
月
二
日
ま
で

二
十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

農
業
機
械
士
技

能
検
定
試
験
受

験
資
格
取
得

農
業
機
械
整

備
研
修

平
成
二
十
八
年
十
一

月
十
八
日

十
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

ト
ラ
ク
タ
ー
の

点
検
整
備
及
び

修
理

農
作
業
安
全

研
修

平
成
二
十
八
年
七
月

二
十
五
日
か
ら
同
月

二
十
九
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
八
年
八
月

五
日
か
ら
同
月
十
二

日
ま
で

八
人

農
業
者
及
び
農
業
関

係
者

大
型
特
殊
自
動

車
免
許
又
は
け

ん
引
免
許

(

い

ず
れ
も
農
耕
車

限
定)

の
受
験

の
た
め
の
研
修

平
成
二
十
八
年
八
月

二
十
二
日
か
ら
同
月

二
十
六
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
八
年
九
月

五
日
か
ら
同
月
九
日

ま
で

八
人

平
成
二
十
八
年
九
月

二
十
六
日
か
ら
同
月

三
十
日
ま
で

八
人

平
成
二
十
八
年
十
月

三
日
か
ら
同
月
七
日

ま
で

八
人

平
成
二
十
八
年
十
一

月
七
日
か
ら
同
月
十

一
日
ま
で

八
人



( )

２

新
規
就
農
チ
ャ
レ
ン
ジ
研
修

(

チ
ャ
レ
ン
ジ
就
農
実
践
教
育)

二

所
要
経
費

次
の
経
費
は
、
受
講
者
の
負
担
と
す
る
。

１

テ
キ
ス
ト
代
、
農
作
業
実
習
経
費

２

ト
ラ
ク
タ
ー
を
使
用
す
る
研
修
の
受
講
者
は
、
研
修
に
使
用
す
る
燃
料
等
の
実
費
相
当
額

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

平
成
二
十
八
年
三
月
二
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び

三
分
の
一
の
数

(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
を
合
算
し
て
得
た
数)

を
、
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第

五
項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項

(

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
二
、
三
六
五

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
三
九
、
七
八
二

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
一
一
五

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
七
八
八

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
六
〇
三

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
八
六
七

人

上
北
郡
選
挙
区

二
七
、
八
八
一

人

三
戸
郡
選
挙
区

二
〇
、
二
五
九

人

青
森
市
選
挙
区

八
一
、
四
〇
八

人

弘
前
市
選
挙
区

四
九
、
八
〇
七

人

八
戸
市
選
挙
区

六
四
、
七
八
七

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
七
四
四

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
九
、
五
六
二

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
五
六
六

人

三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
八
六
五

人

む
つ
市
選
挙
区

二
一
、
六
三
七

人

つ
が
る
市
選
挙
区

九
、
七
六
五

人

平
川
市
選
挙
区

一
二
、
一
〇
三

人
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特
別
研
修

市
町
村
長
又
は
農
業

関
係
団
体
の
長
と
協

議
の
上
、
そ
の
都
度

実
施
す
る
。

若
干
名

各
市
町
村
長
又
は
農

業
関
係
団
体
の
長
と

協
議
の
上
、
そ
の
都

度
決
定
す
る
。

受
講
品
目

期

間

受
講
者
の

定

員

受
講
対
象
者

摘

要

施
設
野
菜
、

露
地
野
菜
、

施
設
花
き

平
成
二
十
八
年
五
月

か
ら
平
成
二
十
九
年

二
月
ま
で

(
土
日
、

祝
祭
日
を
除
く)

五
人

短
期
間
で
自
営
農
業

者
を
目
指
す
Ｕ
タ
ー

ン
・
Ｉ
タ
ー
ン
就
農

希
望
者
、
他
産
業
か

ら
の
新
規
参
入
希
望

者
、
農
業
生
産
組
織

や
法
人
へ
の
就
業
希

望
者
又
は
就
農
希
望

の
定
年
退
職
者
等
で
、

研
修
終
了
後
は
確
実

に
県
内
に
就
農
が
見

込
ま
れ
る
者



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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